岩手県知事部局インターンシップ実習受入実施に関する覚書

　大学等（以下｢甲｣という。）と岩手県（以下｢乙｣という。）は、インターンシップ実習を実施するに当たり、次のとおり覚書を締結する。

記

１．（基本的態度）

　　甲乙相協力して、実習が目的を達するよう安全に留意して、誠意誠実の原則に基づき実施するものとする。

２．（実習諸条件等）

　　実習する学生、実習期間、実習職場、実習時間、実習諸条件等は、別に定める決定通知のとおりとする。

３．（実習生の義務、機密保持）

　　①　実習生は、上記２の条件に基づいて実習を行う。

　　②　実習に当たっては、実習職場等で定めたカリキュラムに基づく業務を遂行する。

　　③　乙の就業規則（社内規則等、規範）に従う。

　　④　実習で知り得た業務情報については秘密を守る。

４．（事業所の義務）

　　①　乙は、実習カリキュラムに沿って就業体験の機会を提供する。

　　②　実習生に指導担当者を付け、実習中のアドバイス、評価を行う。

５．（事故責任等）

　　実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応する。

６．（経費等の負担）
　　乙は、賃金、通勤に係る経費及び受入れに当たっての傷害・賠償責任保険料については、支給し、又は負担しない。

７．（実習の中止）
　　次のいずれかに該当する場合は、実習を中止するものとする。

①　実習生が正当な理由がなく無断で休んだ場合

　　②　実習生に正当な理由があっても、全予定日数の２割を超える自己都合による｢休み｣があった場合
　　③　実習生が上記における義務を全うしなかったと受入担当者が判断した場合
④　実習生の業務上の不都合により乙の業務を損なうような場合

８．（協議）

　　本覚書に定めのない事項、又は、本覚書に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議のうえ決定するものとする。
９.（本覚書の自動更新）
　　本覚書の有効期間は覚書締結日から１年間とする。ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲又は乙から書面による解約等の申し出がないときは、本覚書と同一条件でさらに１年間更新し、以後も同様とする。

　本覚書の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙が押印のうえそれぞれ１通を保有するものとする。
　
令和　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　　甲（大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　乙（受入事業所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手県盛岡市内丸１０番1号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岩手県知事　　　　　　　　　　　　印

